
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
浄
化
槽
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期

日
を
定
め
る
規
則

二

○
福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三

○
福
島
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
農
業
短
期
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三

○
福
島
県
飼
料
検
定
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

五

福
島
県
公
安
委
員
会

○
福
島
県
放
置
違
反
金
に
係
る
納
付
命
令
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

五

福
島
県
監
査
委
員

○
福
島
県
監
査
委
員
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

六

○
福
島
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

六

規

則

福
島
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
浄
化
槽
法

施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
、
福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

則
、
福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
農
業
総

合
セ
ン
タ
ー
農
業
短
期
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
飼
料
検
定
条
例
施
行
規
則

を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
二
十
五
号

福
島
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
福
島
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

浄
化
槽
管
理
士
が
条
例
第
十
一
条
の
二
で
定
め
る
研
修
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写

し
第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
浄
化
槽
管
理
士
に
対
す
る
研
修
）

第
十
条
の
二

条
例
第
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
研
修
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

の
い
ず
れ
を
も
含
む
も
の
と
す
る
。

一

浄
化
槽
行
政
に
関
す
る
事
項

二

浄
化
槽
の
構
造
と
機
能
に
関
す
る
事
項

三

浄
化
槽
の
保
守
点
検
と
清
掃
に
関
す
る
事
項

四

そ
の
他
浄
化
槽
の
保
守
点
検
に
必
要
な
事
項

２

前
項
の
研
修
は
、
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
指
定
す
る
者
そ
の
他
知
事
が
適

当
と
認
め
る
者
が
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
一
般
廃
棄
物
課
）

福
島
県
規
則
第
二
十
六
号

福
島
県
浄
化
槽
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
浄
化
槽
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
年
福
島
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
七
条
中
「
第
二
条
第
十
七
号
」
を
「
第
二
条
第
二
十
四
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
一
般
廃
棄
物
課
）

福
島
県
規
則
第
二
十
七
号

福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
（
平
成
四
年
福
島
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
一
の
１
の
表
中
⑴
を
削
り
、
⑵
を
⑴
と
し
、
⑶
を
⑵
と
し
、
⑷
を
⑶
と
し
、
⑸
及
び
⑹

を
削
り
、
⑺
を
⑷
と
し
、
⑻
を
⑸
と
し
、
⑼
を
⑹
と
し
、
⑽
を
削
り
、
⑾
を
⑺
と
し
、
⑿
か
ら
⒂
ま
で

を
⑻
か
ら
⑾
ま
で
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿

５
軸
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
（
Ｍ
Ｘ
―
５
２
０
）

一
時
間

一
一
、
一
八
〇
円

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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⒀

ワ
イ
ヤ
放
電
加
工
機
（
α
―
Ｃ
４
０
０
ｉ
Ｂ
）

一
時
間

二
、
八
四
〇
円

⒁

切
削
動
力
計
（
９
２
５
５
Ｃ
）

一
時
間

二
、
七
〇
〇
円

別
表
第
二
の
一
の
１
の
表
中
⒃
を
⒂
と
し
、
⒄
を
⒃
と
し
、
⒅
を
⒄
と
し
、
別
表
第
二
の
一
の
２
の

表
中
⑵
を
削
り
、
⑶
を
⑵
と
し
、
⑷
か
ら

ま
で
を
⑶
か
ら
⒇
ま
で
と
し
、

を
削
り
、

を

と
し
、

(21)

(22)

(23)

(21)

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(24)

(39)

(22)

(37)

醸
造
用
精
米
機
（
Ｅ
Ｄ
Ｂ
１
５
Ａ
）

一
時
間

八
、
九
四
〇
円

(38)

パ
ッ
ド
印
刷
機
（
Ｔ
―
２
０
Ｇ
Ａ
）

一
時
間

一
、
四
〇
〇
円

(39)

「

そ
の
他
の
設
備
機
器

(40)

別
表
第
二
の
一
の
２
の
表
中

「

デ
ジ
タ
ル
製
版
シ
ス
テ
ム
（
Ｇ
Ｏ
Ｃ
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｒ
Ｏ

Ｑ

(40)
２
５
３
０
）

一
時
間

九
九
〇
円
の
範
囲

そ
の
他
の
設
備
機
器

(41)

内
で
知
事
が
定
め

を

る
額

」

デ
ジ
タ
ル
製
版
シ
ス
テ
ム
用
ス
ク
リ
ー
ン

(42)

Ｓ

一
時
間

一
、
二
二
〇
円

一
時
間

九
九
〇
円
の
範
囲

内
で
知
事
が
定
め

に
改
め
る
。

る
額

一
メ
ー

一
、
八
七
〇
円

ト
ル

」

別
表
第
二
の
二
の
２
の
表
中
⑹
を
削
り
、
⑺
を
⑹
と
し
、
⑻
を
⑺
と
し
、
⑼
を
削
り
、
⑽
を
⑻
と
し
、

⑾
か
ら

ま
で
を
⑼
か
ら

ま
で
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(24)

(22)

ツ
ー
ル
プ
リ
セ
ッ
タ
（
Ｍ
Ａ
Ｇ
Ｉ
Ｓ
４
０
０
）

一
時
間

一
、
四
九
〇
円

(23)

フ
ル
カ
ラ
ー
ハ
ン
デ
ィ
３
Ｄ
ス
キ
ャ
ナ
（
Ｅ
ｉ
ｎ
Ｓ
ｃ
ａ

一
時
間

一
、
一
八
〇
円

(24)
ｎ

Ｐ
ｒ
ｏ

２
Ｘ

Ｐ
ｌ
ｕ
ｓ
）

別
表
第
二
の
二
の
３
の
表
中
⒂
を
削
り
、
⒃
を
⒂
と
し
、
⒄
か
ら

ま
で
を
⒃
か
ら

ま
で
と
し
、

(45)

(44)

そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

超
音
波
探
傷
映
像
化
装
置
（
Ｓ
Ｄ
Ｓ
Ⅲ
６
５
０
０
Ｒ
）

一
時
間

八
、
〇
九
〇
円

(45)

「

そ
の
他
の
設
備
機
器

(46)

別
表
第
二
の
二
の
３
の
表
中

「

蛍
光
浸
透
探
傷
装
置
（
Ｍ
Ａ
―
１
型
メ
ソ
ッ
ド
Ａ
）

(46)

一
時
間

九
九
〇
円
の
範
囲

Ｉ
Ｃ
Ｐ
発
光
分
光
分
析
装
置
（
Ｐ
Ｓ
３
５
２
０
Ｕ
Ｖ
Ｄ
Ｄ
Ⅱ
）

(47)

内
で
知
事
が
定
め

を

そ
の
他
の
設
備
機
器

(48)

る
額

」

一
時
間

七
、
一
三
〇
円

一
時
間

六
、
〇
四
〇
円

一
時
間

九
九
〇
円
の
範
囲

に
改
め
る
。

内
で
知
事
が
定
め

る
額

」

別
表
第
二
の
二
の
５
の
表
中
⑵
を
削
り
、
⑶
を
⑵
と
し
、
⑷
か
ら

ま
で
を
⑶
か
ら
⒇
ま
で
と
す
る
。

(21)

別
表
第
三
の
二
の
３
の
表
中
ウ
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
の
規
定
は
、
こ
の

規
則
の
施
行
の
日
以
後
の
使
用
の
期
間
に
係
る
使
用
料
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に

係
る
使
用
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
産
業
創
出
課
）

福
島
県
規
則
第
二
十
八
号

福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定

め
る
規
則

福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
福
島
県
条
例
第

九
十
号
。
た
だ
し
、
第
十
八
条
の
規
定
に
限
る
。
）
の
施
行
期
日
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
と
す
る
。
───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（
産
業
創
出
課
ロ
ボ
ッ
ト
産
業
推
進
室
）

福
島
県
規
則
第
二
十
九
号

福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
施
行
規
則
（
平
成
三
十
年
福
島
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
研
究
棟
附
属
設
備
の
部
イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス
ア
ナ
ラ
イ
ザ
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

フ
ィ
ー
ル
ド
試
験
シ

一
式
一
時
間

三
、
一
六
〇
円

ス
テ
ム

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ア
ナ

一
式
一
時
間

二
、
〇
〇
〇
円

ラ
イ
ザ

任
意
波
形
発
生
装
置

一
式
一
時
間

二
四
〇
円

別
表
通
信
塔
附
属
設
備
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

屋
内
水
槽
試
験
棟
附
属
設
備

水
流
発
生
装
置
（
大

一
式
一
回

一
五
、
一
〇
〇
円

水
槽
用
）

超
過
時
間
（
一

三
、
七
七
〇
円

時
間
に
つ
き
）

水
流
発
生
装
置
（
小

一
式
一
回

三
、
二
〇
〇
円

水
槽
用
）

超
過
時
間
（
一

七
九
〇
円

時
間
に
つ
き
）

水
中
モ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ

一
式
一
回

五
二
、
一
〇
〇
円

プ
チ
ャ
ー

超
過
時
間
（
一

一
三
、
〇
二
〇
円

時
間
に
つ
き
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
産
業
創
出
課
ロ
ボ
ッ
ト
産
業
推
進
室
）

福
島
県
規
則
第
三
十
号

福
島
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
農
業
短
期
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
農
業
短
期
大
学
校
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
福
島
県
規
則
第
七
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
第
二
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
見
出
し
中
「
誓
約
書
の
提
出
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条
中
「
条
例
第
二
十
一
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
入
校
料
の
全
部
を
免
除
さ
れ
た
者
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

一

条
例
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
入
校
料
を
納
入
す
る
者

二

条
例
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
入
校
料
の
全
部
を
免
除
さ
れ
た
者

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
は
、
誓
約
書
追
加
書
類
（
様
式
第
二
号
の
二
）
に
入
校
料
を
添
え
て
、

校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
入
校
検
定
料
」
を
「
条
例
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
入
校
検

定
料
」
に
、
「
第
十
九
条
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
授
業
料
等
を
免
除

す
る
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
免
除
す
る
授
業
料
等
の
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
四
第
一
項
中
「
入
校
検
定
料
及
び
」
を
「
条
例
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
入

校
検
定
料
及
び
」
に
、
「
の
激
甚
災
害
」
を
「
の
激
甚
災
害
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外

じ
ん

の
部
分
中
「
授
業
料
」
を
「
条
例
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
六
中
「
、
授
業
料
等
」
を
「
、
前
条
第
一
項
の
授
業
料
等
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
七
中
「
授
業
料
の
免
除
」
を
「
前
条
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
の
免
除
の
決
定
」
に
改
め

る
。第

十
三
条
の
九
中
「
授
業
料
等
」
を
「
第
十
三
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
等
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
備
考
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１
用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る

、
。

２
入
校
料
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

福
島
県
収
入
証
紙
の
添
付
を
要
し
な
い

、
。

た
だ
し

一
部
免
除
と
な
つ
た
場
合
及
び
免
除
と
な
ら
な
か
つ
た
場
合
に
は

別
に
定
め
る

、
、

期
日
ま
で
に
誓
約
書
追
加
書
類

（様
式
第
２
号
の
２

）に
よ
り
入
校
料
を
納
め
る
こ
と
。

様
式
第
二
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和２年３月24日 火曜日 福 島 県 報 号外第19号 4

���������������

�

	� 
� �� �� � �� ��

�

� ��������������������

�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � !� � "�

� �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��#$%� � #$�&�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � '� � (�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �)*+,��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -� � .� � � � � � � � � � /�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � !� � "0�

�

� 1234*5�67859:;<�

�

�

�

���=5>?�

�@A9,BC3<��

�

�

�

�

���D5E��

� 85�FGH5�6I1234*3;J<�

�

�&GH-.� 85�F� 5�6�

#$�&�  � � !� � " K

�

�

LM� N?2�OPIQ"RS�TUVWXY3;J<�

�

�

�



令和２年３月24日 火曜日 福 島 県 報 号外第19号5

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

様
式
第
三
号
備
考
、
様
式
第
四
号
備
考
２
、
様
式
第
五
号
備
考
２
、
様
式
第
六
号
備
考
、
様
式
第
十

三
号
備
考
２
、
様
式
第
十
六
号
備
考
及
び
様
式
第
十
七
号
備
考
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業

規
格

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
一
号
備
考
、
様
式
第
三

号
備
考
、
様
式
第
四
号
備
考
２
、
様
式
第
五
号
備
考
２
、
様
式
第
六
号
備
考
、
様
式
第
十
三
号
備
考

２
、
様
式
第
十
六
号
備
考
及
び
様
式
第
十
七
号
備
考
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
農
業
短
期
大
学
校
規
則
（
以

下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
願
書
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改

正
後
の
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
願
書
等
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
農
業
担
い
手
課
）

福
島
県
規
則
第
三
十
一
号

福
島
県
飼
料
検
定
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

福
島
県
飼
料
検
定
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
島
県
規
則
第
十
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
畜

産

課
）

福
島
県
公
安
委
員
会

福 島 県 放 置 違 反 金 に 係 る 納 付 命 令 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布
す る 。

令 和 ２ 年 ３ 月 24日
福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 森 岡 幸 江

福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 ２ 号
福 島 県 放 置 違 反 金 に 係 る 納 付 命 令 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

福 島 県 放 置 違 反 金 に 係 る 納 付 命 令 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 18年 福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第
10号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

「 東 北 労 働 金 庫 ・ 商 工 組 合 中 央 金 庫 ・ 「 東 北 労
様 式 第 ８ 号 （ 裏 ） 中 を

各 農 業 協 同 組 合 ・ 福 島 県 信 用 漁 業 協 同 組 合 連 合 会 」 福 島 県
働 金 庫 ・ 各 農 業 協 同 組 合 ・

に 改 め る 。
信 用 漁 業 協 同 組 合 連 合 会 」

附 則
１ こ の 規 則 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
２ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 作 成 さ れ て い る 改 正 前 の 福 島 県 放 置 違 反 金 に 係 る 納 付 命 令
等 に 関 す る 規 則 様 式 第 ８ 号 に よ る 用 紙 は 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。

（ 交 通 指 導 課 ）
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福
島
県
監
査
委
員

福
島
県
監
査
委
員
告
示
第
二
号

福
島
県
監
査
委
員
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日

福
島
県
監
査
委
員

福
島
県
監
査
委
員
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
島
県
監
査
委
員
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
監
査
委
員
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
条
中
第
六
号
を
第
七

号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

監
査
専
門
委
員
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
条
の
二
第
一
項

の
監
査
専
門
委
員
を
い
う
。
）
の
設
置
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
項
中
第
五
号

を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

監
査
専
門
委
員
の
選
任
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
監
査
総
務
課
）

福
島
県
監
査
委
員
告
示
第
三
号

福
島
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日

福
島
県
監
査
委
員

福
島
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
島
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
福
島
県
監
査
委
員
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
普
通
会
計
監
査
課
の
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。七

内
部
統
制
評
価
報
告
書
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
五
十
条
第

四
項
の
報
告
書
を
い
う
。
）
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
監
査
総
務
課
）


